
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
八
号

逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
引
渡
条
約
」
と
は
、
日
本
国
と
外
国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
犯
罪
人
の
引
渡
し
に

関
す
る
条
約
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
請
求
国
」
と
は
、
日
本
国
に
対
し
て
犯
罪
人
の
引
渡
し
を
請
求
し
た
外
国
を
い
う
。

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
引
渡
犯
罪
」
と
は
、
請
求
国
か
ら
の
犯
罪
人
の
引
渡
し
の
請
求
に
お
い
て
当
該
犯
罪
人

が
犯
し
た
と
す
る
犯
罪
を
い
う
。

４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
逃
亡
犯
罪
人
」
と
は
、
引
渡
犯
罪
に
つ
い
て
請
求
国
の
刑
事
に
関
す
る
手
続
が
行
な
わ

れ
た
者
を
い
う
。

（
引
渡
し
に
関
す
る
制
限
）

第
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
引
渡
条
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
引
渡
犯
罪
が
政
治
犯
罪
で
あ
る
と
き
。

二
　
引
渡
し
の
請
求
が
、
逃
亡
犯
罪
人
の
犯
し
た
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
審
判
し
、
又
は
刑
罰
を
執
行
す
る
目
的
で

な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
　
引
渡
犯
罪
が
請
求
国
の
法
令
に
よ
り
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
当
た
る
も
の
で

な
い
と
き
。

四
　
引
渡
犯
罪
に
係
る
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
が
日
本
国
の

法
令
に
よ
り
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
処
す
べ
き
罪
に
当
た
る
も
の
で
な
い
と

き
。

五
　
引
渡
犯
罪
に
係
る
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
、
又
は
引
渡
犯
罪
に
係
る
裁
判
が
日
本
国
の
裁
判
所

に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
逃
亡
犯
罪
人
に
刑
罰
を
科
し
、
又
は
こ

れ
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

六
　
引
渡
犯
罪
に
つ
い
て
請
求
国
の
有
罪
の
裁
判
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
逃
亡
犯
罪
人
が
そ
の
引
渡
犯
罪
に
係
る

行
為
を
行
つ
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
な
い
と
き
。

七
　
引
渡
犯
罪
に
係
る
事
件
が
日
本
国
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
と
き
、
又
は
そ
の
事
件
に
つ
い
て
日
本
国
の
裁
判

所
に
お
い
て
確
定
判
決
を
経
た
と
き
。

八
　
逃
亡
犯
罪
人
の
犯
し
た
引
渡
犯
罪
以
外
の
罪
に
係
る
事
件
が
日
本
国
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
と
き
、
又
は
そ

の
事
件
に
つ
い
て
逃
亡
犯
罪
人
が
日
本
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
ら
ず
、
若

し
く
は
執
行
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
て
い
な
い
と
き
。

九
　
逃
亡
犯
罪
人
が
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
。

（
引
渡
し
の
請
求
を
受
け
た
外
務
大
臣
の
措
置
）

第
三
条
　
外
務
大
臣
は
、
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
し
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を

除
き
、
引
渡
請
求
書
又
は
外
務
大
臣
の
作
成
し
た
引
渡
し
の
請
求
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
に
関
係
書
類

を
添
附
し
、
こ
れ
を
法
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
が
引
渡
条
約
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
方
式
が
引
渡
条
約
に
適
合

し
な
い
と
認
め
る
と
き
。

二
　
請
求
が
引
渡
条
約
に
基
づ
か
な
い
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
請
求
国
か
ら
日
本
国
が
行

な
う
同
種
の
請
求
に
応
ず
べ
き
旨
の
保
証
が
な
さ
れ
な
い
と
き
。

（
法
務
大
臣
の
措
置
）

第
四
条
　
法
務
大
臣
は
、
外
務
大
臣
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
る
引
渡
し
の
請
求
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
と

き
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
対
し
関
係
書
類
を
送
付
し
て
、

逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
東
京
高
等
裁
判
所
に
審
査
の
請

求
を
な
す
べ
き
旨
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
明
ら
か
に
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
。

二
　
第
二
条
第
八
号
又
は
第
九
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
日
本
国

の
裁
量
に
任
せ
る
旨
の
引
渡
条
約
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
同
条
第
八
号
又
は
第
九
号
に
該

当
し
、
か
つ
、
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
。

三
　
前
号
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
日
本
国
の
裁
量
に
任
せ
る
旨

の
引
渡
条
約
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
定
め
に
該
当
し
、
か
つ
、
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と

が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
。

四
　
引
渡
し
の
請
求
が
引
渡
条
約
に
基
づ
か
な
い
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
逃
亡
犯
罪
人
を
引

き
渡
す
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
。

２
　
法
務
大
臣
は
、
前
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
外
務
大
臣
と
協
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
そ
の
他
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
し
に
関
す
る
措
置
を
と
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
逃
亡
犯
罪
人
の
所
在
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
逃
亡
犯
罪
人
の
拘
禁
）

第
五
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
務
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
逃
亡

犯
罪
人
が
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
、
又
は
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
禁
を
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

き
、
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
を
し
て
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
の
あ
ら
か
じ
め
発
す
る
拘
禁
許
可
状
に

よ
り
、
逃
亡
犯
罪
人
を
拘
禁
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
逃
亡
犯
罪
人
が
定
ま
つ
た
住
居
を
有
す
る
場
合

で
あ
つ
て
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
お
い
て
逃
亡
犯
罪
人
が
逃
亡
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
拘
禁
許
可
状
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
発
す
る
。

３
　
拘
禁
許
可
状
に
は
、
逃
亡
犯
罪
人
の
氏
名
、
引
渡
犯
罪
名
、
請
求
国
の
名
称
、
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過

後
は
拘
束
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
拘
禁
許
可
状
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
並
び
に
発
付
の
年
月
日
を

記
載
し
、
裁
判
官
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
検
察
事
務
官
、
警
察
官
、
海
上
保
安
官
又
は
海
上
保
安
官
補
（
以
下

「
検
察
事
務
官
等
」
と
い
う
。
）
に
前
条
の
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
束
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
逃
亡
犯
罪
人
を
拘
束
す
る
に
は
、
こ
れ
を
逃
亡
犯
罪
人
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
検
察
事
務
官
等
は
、
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
逃
亡
犯
罪
人
を
拘
束
し
た
と
き
は
、
で
き
る
限
り
す
み
や
か
に
、
こ

れ
を
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
に
引
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
十
一
条
、
第
七
十
三
条
第
三
項
、
第
七
十
四
条
及

び
第
百
二
十
六
条
の
規
定
は
、
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
束
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
逃
亡
犯
罪
人
を
拘
束
し
た
と
き
、
又
は
拘
禁
許
可

状
に
よ
り
拘
束
さ
れ
た
逃
亡
犯
罪
人
を
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
人
違
で
な
い
か
ど
う
か
を
取
り
調

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
逃
亡
犯
罪
人
が
人
違
い
で
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
、
拘
束
の
事
由
を
告
げ
た
上
、
拘
禁
す
べ
き
刑
事
施
設
を
指

定
し
、
速
や
か
に
、
か
つ
、
直
接
、
逃
亡
犯
罪
人
を
そ
の
刑
事
施
設
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
審
査
の
請
求
）

第
八
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
務
大
臣
の
命
令
が
あ
つ
た
と
き
は
、

逃
亡
犯
罪
人
の
現
在
地
が
判
ら
な
い
場
合
を
除
き
、
す
み
や
か
に
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
対
し
、
逃
亡
犯
罪
人
を

引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
拘
禁

許
可
状
に
よ
り
逃
亡
犯
罪
人
を
拘
束
し
、
又
は
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
束
さ
れ
た
逃
亡
犯
罪
人
を
受
け
取
つ
た
と

き
は
、
拘
束
し
た
時
又
は
受
け
取
つ
た
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
に
審
査
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
審
査
の
請
求
は
書
面
で
行
い
、
こ
れ
に
関
係
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
第
一
項
の
請
求
を
し
た
と
き
は
、
逃
亡
犯
罪
人
に
前
項
の
請
求
書
の
謄
本
を

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
東
京
高
等
裁
判
所
の
審
査
）

第
九
条
　
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
前
条
の
審
査
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
審
査
を
開
始
し
、
決
定

を
す
る
も
の
と
す
る
。
逃
亡
犯
罪
人
が
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
お
そ
く
と
も
、
拘
束
を

受
け
た
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
逃
亡
犯
罪
人
は
、
前
項
の
審
査
に
関
し
、
弁
護
士
の
補
佐
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
決
定
を
す
る
前
に
、
逃
亡
犯
罪
人
及
び
こ
れ
を
補
佐
す
る
弁
護
士
に
対
し
、

意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
次
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
決
定
を
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
審
査
を
す
る
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
証
人
を
尋
問
し
、
又
は
鑑

定
、
通
訳
若
し
く
は
翻
訳
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

刑
事
訴
訟
法
第
一
編
第
十
一
章
か
ら
第
十
三
章
ま
で
及
び
刑
事
訴
訟
費
用
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
東
京
高
等
裁
判
所
の
決
定
）

第
十
条
　
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
結
果
に
基
い
て
、
左
の
区
別
に
従
い
、
決
定

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
審
査
の
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
却
下
す
る
決
定

二
　
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定

三
　
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定

２
　
前
項
の
決
定
は
、
そ
の
主
文
を
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず

る
。

３
　
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
及
び
逃

亡
犯
罪
人
に
裁
判
書
の
謄
本
を
送
達
し
、
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
に
そ
の
提
出
し
た
関
係
書
類
を
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
請
求
命
令
の
取
消
）

第
十
一
条
　
外
務
大
臣
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
送
付
を
し
た
後
に
、
請
求
国
か
ら
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡

し
の
請
求
を
撤
回
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
、
又
は
第
三
条
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ

の
旨
を
法
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
務
大
臣
は
、
第
四
条
第
一
項
の
命
令
を
し
た
後
に
、
外
務
大
臣
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
、
又

は
第
四
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
命
令
を
取
り
消
す
と
と
も
に
、
第

八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
書
の
謄
本
の
送
付
を
受
け
た
逃
亡
犯
罪
人
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
審
査
の
請
求
を
し
た
後
に
審
査
請
求
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
す
み

や
か
に
、
審
査
の
請
求
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
逃
亡
犯
罪
人
の
釈
放
）

第
十
二
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
、

又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
審
査
請
求
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ

て
い
る
逃
亡
犯
罪
人
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
判
書
の
謄
本
等
の
法
務
大
臣
へ
の
提
出
）

第
十
三
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
は
、
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
裁
判
書
の
謄
本
が
東
京
高
等
検
察
庁

の
検
察
官
に
送
達
さ
れ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
意
見
を
附
し
、
関
係
書
類
と
と
も
に
、
こ
れ
を
法
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
引
渡
に
関
す
る
法
務
大
臣
の
命
令
等
）

第
十
四
条
　
法
務
大
臣
は
、
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
対
し
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
を
命
ず
る
と
と

も
に
、
逃
亡
犯
罪
人
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

直
ち
に
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
及
び
逃
亡
犯
罪
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
東
京
高
等
検
察
庁
検

事
長
に
対
し
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
逃
亡
犯
罪
人
の
釈
放
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
釈
放
の
命
令
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
第
十
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
三
号
の
決
定
の
裁
判
書
の
謄
本
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
前
項
の
規
定

に
よ
る
引
渡
の
命
令
が
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
、
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
逃
亡
犯
罪
人
を
釈
放
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
旨
の
通
知
を

し
た
後
は
、
当
該
引
渡
請
求
に
つ
き
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
第
二
条
第
八
号

の
場
合
に
関
し
引
渡
条
約
に
別
段
の
定
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
同
号
に
該
当
す
る
た
め
逃
亡
犯
罪
人
を
引

き
渡
す
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
旨
の
通
知
を
し
た
後
同
条
同
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
引
渡
し
の
場
所
及
び
期
限
）

第
十
五
条
　
前
条
第
一
項
の
引
渡
し
の
命
令
に
よ
る
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
し
の
場
所
は
、
逃
亡
犯
罪
人
が
拘
禁
許
可

状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
刑
事
施
設
と
し
、
引
渡
し
の
期
限
は
、
引
渡
命
令
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十

日
目
の
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
逃
亡
犯
罪
人
が
引
渡
し
の
命
令
の
日
に
拘
禁
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
引
渡
し
の

場
所
は
、
拘
禁
状
に
よ
り
逃
亡
犯
罪
人
を
拘
禁
す
べ
き
刑
事
施
設
又
は
拘
禁
が
停
止
さ
れ
る
ま
で
逃
亡
犯
罪
人
が

拘
禁
さ
れ
て
い
た
刑
事
施
設
と
し
、
引
渡
し
の
期
限
は
、
逃
亡
犯
罪
人
が
拘
禁
状
に
よ
り
拘
束
さ
れ
、
又
は
拘
禁

の
停
止
の
取
消
し
に
よ
り
拘
束
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
目
の
日
と
す
る
。

（
引
渡
に
関
す
る
措
置
）

第
十
六
条
　
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
渡
の
命
令
は
、
引
渡
状
を
発
し
て
行
う
。

２
　
引
渡
状
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
務
大
臣
は
、
引
渡
状
を
発
す
る
と
同
時
に
、
外
務
大
臣
に
受
領
許
可
状
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
引
渡
状
及
び
受
領
許
可
状
に
は
、
逃
亡
犯
罪
人
の
氏
名
、
引
渡
犯
罪
名
、
請
求
国
の
名
称
、
引
渡
の
場
所
、
引

渡
の
期
限
及
び
発
付
の
年
月
日
を
記
載
し
、
法
務
大
臣
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
は
、
法
務
大
臣
か
ら
引
渡
状
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
逃
亡
犯
罪

人
が
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
、
又
は
そ
の
拘
禁
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
逃
亡
犯
罪
人
が
拘
禁
さ

れ
、
又
は
停
止
さ
れ
る
ま
で
拘
禁
さ
れ
て
い
た
刑
事
施
設
の
長
に
対
し
、
引
渡
状
を
交
付
し
て
逃
亡
犯
罪
人
の
引

渡
し
を
指
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
は
、
法
務
大
臣
か
ら
引
渡
状
の
交
付
を
受
け
た
と

き
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
を
し
て
拘
禁
状
に
よ
り
逃
亡
犯
罪
人
を
拘
禁
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
拘
禁
状
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
が
発
す
る
。

４
　
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
拘
禁
状
に
よ
る
逃
亡
犯
罪
人
の
拘
束
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
は
、
拘
禁
状
に
よ
り
拘
束
さ
れ
た
逃
亡
犯
罪
人
が
拘
禁
す
べ
き
刑
事
施
設
に
送
致
さ

れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
刑
事
施
設
の
長
に
対
し
引
渡
状
を
交
付
し
て
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
し
を
指
揮
す

る
と
と
も
に
、
法
務
大
臣
に
そ
の
旨
及
び
拘
束
し
た
年
月
日
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
　
法
務
大
臣
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
か
ら
前
条
第
五
項
又
は
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
外
務
大
臣
に
対
し
、
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
べ
き
場
所
に
拘
束
し
た
旨
及

び
引
渡
の
期
限
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
　
外
務
大
臣
は
、
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
受
領
許
可
状
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、

こ
れ
を
請
求
国
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
外
務
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
内
容
を
請
求
国
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
　
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
し
の
指
揮
を
受
け
た
刑
事
施
設
の

長
は
、
請
求
国
の
官
憲
か
ら
受
領
許
可
状
を
示
し
て
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
し
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
逃
亡
犯
罪

人
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
刑
事
施
設
の
長
は
、
引
渡
し
の
期
限
内
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
引
渡
し
の
求
め
が
な
い
と
き
は
、
逃
亡
犯
罪
人

を
釈
放
し
、
そ
の
旨
を
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
請
求
国
の
官
憲
に
よ
る
逃
亡
犯
罪
人
の
護
送
）

第
二
十
一
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
を
受
け
た
請
求
国
の
官
憲
は
、
す
み
や
か
に
、

逃
亡
犯
罪
人
を
請
求
国
内
に
護
送
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
拘
禁
の
停
止
）

第
二
十
二
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る

逃
亡
犯
罪
人
を
親
族
そ
の
他
の
者
に
委
託
し
、
又
は
逃
亡
犯
罪
人
の
住
居
を
制
限
し
て
、
拘
禁
の
停
止
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
拘
禁
の
停
止
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
か
ら
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
対
し
て
引
渡
状
の
交
付
が

あ
つ
た
と
き
は
、
拘
禁
の
停
止
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
拘
禁
の
停
止
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
検
察
事
務
官
等

に
逃
亡
犯
罪
人
の
拘
束
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
拘
束
は
、
拘
禁
許
可
状
の
謄
本
及
び
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
が
作
成
し
た
拘
禁
の
停

止
を
取
り
消
し
た
旨
の
書
面
を
逃
亡
犯
罪
人
に
示
し
た
上
、
こ
れ
を
拘
禁
す
べ
き
刑
事
施
設
に
引
致
し
て
行
う
。

５
　
前
項
の
書
面
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
急
速
を
要
す
る
と
き
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
逃
亡
犯
罪
人
に
対
し
拘
禁
の
停
止
が
取
り
消
さ
れ
た
旨
を
告
げ
て
、
こ
れ
を
拘
禁

す
べ
き
刑
事
施
設
に
引
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
書
面
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
逃
亡
犯
罪
人

に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
は
、
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
拘
禁
の
停
止
の
取
消
し
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
逃
亡
犯
罪
人
が
拘
禁
す
べ
き
刑
事
施
設
に
送
致
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
法
務
大
臣
に
そ
の
旨
及
び
拘

束
し
た
年
月
日
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
停
止
さ
れ
て
い
る
拘
禁
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一
　
逃
亡
犯
罪
人
に
対
し
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
決
定
の
裁
判
書
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
た
と

き
。

二
　
逃
亡
犯
罪
人
に
対
し
、
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
と
き
。

三
　
逃
亡
犯
罪
人
に
対
し
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
務
大
臣
か
ら
引
き
渡
す
こ
と
が
相
当
で
な
い

と
認
め
る
旨
の
通
知
が
あ
つ
た
と
き
。

（
仮
拘
禁
に
関
す
る
請
求
等
）

第
二
十
三
条
　
外
務
大
臣
は
、
引
渡
条
約
に
基
づ
き
、
締
約
国
か
ら
引
渡
条
約
に
よ
り
日
本
国
に
対
し
引
渡
し
の
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
人
が
犯
し
た
犯
罪
（
引
渡
条
約
に
お
い
て
締
約
国
が
日
本
国
に
対
し
犯
罪
人
の
引

渡
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
掲
げ
る
犯
罪
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
そ
の
者
を
仮
に
拘
禁
す
る
こ

と
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
請
求
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
面
に
関
係
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
法
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
に
係
る
者
を
逮
捕
す
べ
き
旨
の
令
状
が
発
せ
ら
れ
又
は
刑
の
言
渡
し
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
通
知
が

な
い
と
き
。

二
　
請
求
に
係
る
者
の
引
渡
し
の
請
求
を
行
う
べ
き
旨
の
保
証
が
な
さ
れ
な
い
と
き
。

２
　
引
渡
条
約
に
基
づ
か
な
い
で
犯
罪
人
を
仮
に
拘
禁
す
る
こ
と
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
を
し
た
外

国
か
ら
日
本
国
が
行
う
同
種
の
請
求
に
応
ず
べ
き
旨
の
保
証
が
な
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

（
仮
拘
禁
に
関
す
る
措
置
）

第
二
十
四
条
　
法
務
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
犯
罪
人
を
仮
に

拘
禁
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
対
し
、
当
該
犯
罪
人
を
仮
に
拘
禁
す
べ

き
旨
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
法
務
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
東
京
高

等
検
察
庁
の
検
察
官
を
し
て
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
が
あ
ら
か
じ
め
発
す
る
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
、
当

該
犯
罪
人
を
拘
禁
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
条
並
び
に
第
七
条
の
規
定
は
、
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
禁
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

第
二
十
六
条
　
法
務
大
臣
は
、
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
犯
罪
人
に
つ
い
て
、
外
務
大
臣
か
ら
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
引
渡
し
の
請
求
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
各
号
の
一

に
該
当
す
る
た
め
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
な
い
と
き
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
及
び
当
該
犯
罪

人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
対
し
、
当
該
犯
罪
人
の
釈
放
を
命
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
釈
放
の
命
令
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
犯
罪

人
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
　
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
は
、
仮
拘
禁
許
可
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
犯
罪
人
に
つ
い
て
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
法
務
大
臣
の
命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
を
し
て
、
当
該

犯
罪
人
に
対
し
引
渡
の
請
求
が
あ
つ
た
旨
を
告
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
告
知
は
、
当
該
犯
罪
人
が
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
刑
事
施
設
の
長

に
通
知
し
て
行
い
、
拘
禁
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
犯
罪
人
に
書
面
を
送
付
し
て
行
う
。

３
　
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
犯
罪
人
に
対
し
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ

の
拘
禁
は
、
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
禁
と
み
な
し
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
告
知
が

あ
つ
た
時
に
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
が
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
逃
亡
犯
罪
人
を
拘
禁
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
八
条
　
外
務
大
臣
は
、
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
送
付
を
し
た
後
に
仮
に
拘
禁
す
る
こ
と
の
請
求

を
し
た
国
か
ら
当
該
犯
罪
人
の
引
渡
し
の
請
求
を
し
な
い
旨
の
通
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
法

務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
及
び
当
該

犯
罪
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
対
し
、
当
該
犯
罪
人
の
釈
放
を
命
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
釈
放
の
命
令
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
犯
罪

人
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
　
刑
事
施
設
の
長
は
、
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
犯
罪
人
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
拘
束

さ
れ
た
日
か
ら
二
箇
月
（
引
渡
条
約
に
二
箇
月
よ
り
短
い
期
間
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
）
以
内
に
第

二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
な
い
と
き
は
、
当
該
犯
罪
人
を
釈
放
し
、
そ
の
旨
を
東
京
高
等
検

察
庁
検
事
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
　
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
禁
に
準
用
す
る
。

２
　
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
禁
の
停
止
が
あ
つ

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
犯
罪
人
に
対
し
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
禁
の
停
止
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
拘
禁
の
停
止
と
み
な
す
。

３
　
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
禁
の
停
止
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
停
止
さ
れ
て
い
る
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
る
拘
禁

は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一
　
当
該
犯
罪
人
に
対
し
、
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
と

き
。

二
　
当
該
犯
罪
人
が
仮
拘
禁
許
可
状
に
よ
り
拘
束
さ
れ
た
日
か
ら
二
箇
月
（
引
渡
条
約
に
二
箇
月
よ
り
短
い
期
間

の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
）
以
内
に
、
当
該
犯
罪
人
に
対
し
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告

知
が
な
い
と
き
。

（
最
高
裁
判
所
の
規
則
）

第
三
十
一
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
外
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
審
査
に
関
す
る
手
続
及
び
拘
禁
許
可
状
又
は

仮
拘
禁
許
可
状
の
発
付
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
。

（
東
京
高
等
裁
判
所
の
管
轄
区
域
の
特
例
）

第
三
十
二
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
東
京
高
等
裁
判
所
若
し
く
は
そ
の
裁
判
官
又
は
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
の

職
務
の
執
行
に
関
し
て
は
、
下
級
裁
判
所
の
設
立
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

三
号
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
は
、
管
轄
区
域
の
定
が
な
い
も
の
と
す
る
。

（
引
渡
条
約
発
効
前
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
関
す
る
引
渡
の
請
求
）

第
三
十
三
条
　
日
本
国
と
外
国
と
の
間
に
新
た
に
引
渡
条
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
引
渡
条
約
に
締
約

国
が
日
本
国
に
対
し
当
該
引
渡
条
約
の
効
力
発
生
前
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
犯
罪
人
の
引
渡
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
法
律
中
引
渡
条
約
に
基
づ
く
引
渡
し
の
請
求
に
関
す
る
規
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定
は
、
当
該
引
渡
条
約
の
効
力
発
生
前
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
き
そ
の
効
力
発
生
後
に
な
さ
れ
た
引
渡
の
請
求
に

関
し
て
も
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
通
過
護
送
の
承
認
に
関
す
る
法
務
大
臣
の
措
置
）

第
三
十
四
条
　
法
務
大
臣
は
、
外
国
か
ら
外
交
機
関
を
経
由
し
て
当
該
外
国
の
官
憲
が
他
の
外
国
か
ら
引
渡
し
を
受

け
た
者
を
日
本
国
内
を
通
過
し
て
護
送
す
る
こ
と
の
承
認
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
請
求
に
係
る
者
の
引
渡
し
の
原
因
と
な
つ
た
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
行
為
が
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
罪
と
な
る
も
の
で
な
い
と
き
。

二
　
請
求
に
係
る
者
の
引
渡
し
の
原
因
と
な
つ
た
犯
罪
が
政
治
犯
罪
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
引
渡
し
の
請
求
が

政
治
犯
罪
に
つ
い
て
審
判
し
、
若
し
く
は
刑
罰
を
執
行
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
　
請
求
が
引
渡
条
約
に
基
づ
か
な
い
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
請
求
に
係
る
者
が
日
本
国
民

で
あ
る
と
き
。

２
　
法
務
大
臣
は
、
前
項
の
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
外
務
大
臣
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
行
政
手
続
法
等
の
適
用
除
外
）

第
三
十
五
条
　
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
行
う
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

三
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
行
う
処
分
（
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る
処
分
を
い
う
。
）
又
は
裁
決
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
裁
決
を
い
う
。
）
に
係
る
抗
告
訴
訟
（
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
抗
告
訴
訟
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
条
例
（
明
治
二
十
年
勅
令
第
四
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
犯
さ
れ
た
引
渡
犯
罪
に
関
す
る
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
の
請
求
に
つ
い
て

も
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
八
日
法
律
第
一
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
中
、
第
五
十
三
条
の
規
定
は
交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
の
施
行
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
部
分
は
、

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
同
法
附
則
第
一
項
但
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
五
月
二
九
日
法
律
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
係
る

犯
罪
人
の
引
渡
し
の
請
求
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
一
三
日
法
律
第
七
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
係
る

犯
罪
人
の
引
渡
し
及
び
通
過
護
送
の
承
認
の
請
求
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
一
月
一
二
日
法
律
第
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
諮
問
等
が
さ
れ
た
不
利
益
処
分
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
法
令
に
基
づ
き
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
に
対
し
行
政
手
続
法
第
十
三
条

に
規
定
す
る
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
そ
の
他
の
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
に
相
当
す
る
手
続
を
執

る
べ
き
こ
と
の
諮
問
そ
の
他
の
求
め
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
諮
問
そ
の
他
の
求
め
に
係
る
不
利
益
処

分
の
手
続
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
聴
聞
に
関
す
る
規
定
の
整
理
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
法
律
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
聴
聞
、
聴
問
若
し
く
は
聴
聞
会
（
不
利
益
処
分

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
た
め
の
手
続
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
相
当
規
定

に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
五
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
九
日
法
律
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
五
日
法
律
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
一
一
日
法
律
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
規
程
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日
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